
１　基本計画（素案）追加諮問分「基本計画推進のために」の修正等（平成30年1月30日版からの変更点）

No.
＜旧＞
諮問案

該当ページ

＜新＞
資料５０

該当ページ

＜旧＞
基本計画（素案）※追加諮問分

【諮問案（H30.1.30版）】

＜新＞
基本構想(素案)・基本計画(素案)

【H30.4.20版】
考え方（案） 御意見

1
P.2
図表Ⅳ-1

P.24
図表Ⅱ-1

図表の矢印をPlan（計画）から始
まるように示す必要があるという
御意見を踏まえ、矢印の始点を修
正。

【審議会】
No.1

2

P.3
Ⅳ．基本計画推
進のために
1.基本計画の進
行管理
（２）Check
の考え方
（第１段落）

P.25
Ⅱ．基本計画推
進のために
1.基本計画の進
行管理
（２）Check
の考え方
（第１段落）

　基本計画では、各施策の到達目標を共有する
とともに、その目標をどれだけ達成できている
かを客観的に評価するための指標である「施策
指標」を設定しています。

基本計画では、各施策の取組の目標や方向性を
共有するとともに、実施した取組の成果や進捗
状況を客観的に評価するため、「施策指標」を
設定しています。

「Check（評価）の考え方」にお
ける施策等に関する記述内容を明
確にすべき等の御意見を踏まえ、
文章を修正。

【特別】
No.5

3

P.3
Ⅳ．基本計画推
進のために
1.基本計画の進
行管理
（２）Check
の考え方
（第２段落）

P.25
Ⅱ．基本計画推
進のために
1.基本計画の進
行管理
（２）Check
の考え方
（第２段落）

市民意識指標については、基本計画の見直しの
際などに、必要に応じて進捗状況を確認し、実
施した取組の成果を、市民の意識や満足度など
の観点から把握・分析するものとして活用しま
す。

市民意識指標は、まちづくりのさまざまな場面
に関わる市民の意識や行動、満足度などの観点
から、実施した取組の成果を把握・分析するた
めに活用します。

市民意識指標の説明について、
「市民意識指標（体系別）」（基
本計画（素案）H29.12.21版
P.41）の表現と一致していないと
いう御意見を踏まえ、文章を修
正。
※No.43と同様

【特別】
No.2

基本構想（素案）及び基本計画（素案）　新旧対照表

※ 第9回総合計画審議会（Ｈ30.3.30）終了後 修正版

資料５１ 

御意見欄の見方について 
【審議会】審議会からの御意見 ⇒ 御意見の詳細は、【資料５２】に記載 
【 特 別 】総合計画検討特別委員会（H30.2.6）からの御意見 ⇒ 御意見の詳細は、【資料５３】に記載 
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No.
＜旧＞
諮問案

該当ページ

＜新＞
資料５０

該当ページ

＜旧＞
基本計画（素案）※追加諮問分

【諮問案（H30.1.30版）】

＜新＞
基本構想(素案)・基本計画(素案)

【H30.4.20版】
考え方（案） 御意見

4

P.3
Ⅳ．基本計画推
進のために
1.基本計画の進
行管理
（２）Check
の考え方
●2つ目

P.25
Ⅱ．基本計画推
進のために
1.基本計画の進
行管理
（２）Check
の考え方
（施策指標）

● 施策指標は、「成果指標」または「活動指
標」のうち、取組の成果や進捗状況をできるだ
けわかりやすく、客観的に評価できるものを設
定することとします。
・成果指標・・・取組を行った結果、実現した
成果を表す指標
・活動指標・・・取組をどれだけ行ったか、活
動量を示す指標

（施策指標）
● 施策指標は、取組を行うことで実現する成
果や、目標に向けて取組をどれだけ行うかの活
動量などを指標とし、取組の成果や進捗状況を
できるだけわかりやすく、客観的に評価できる
ものを設定することとします。

「成果指標」及び「活動指標」に
関する説明がわかりにくい等の御
意見を踏まえ、文章を修正。

【特別】
No.3
No.6

5

P.3
Ⅳ．基本計画推
進のために
1.基本計画の進
行管理
（２）Check
の考え方
●4つ目

P.25
Ⅱ．基本計画推
進のために
1.基本計画の進
行管理
（２）Check
の考え方
（市民意識指
標）

● 基本計画の見直しや次期総合計画の策定の
際、その他必要に応じて、市民意識指標の進捗
状況を確認します。

（市民意識指標）
● 市民意識指標は、市民の意識や行動、満足
度などを指標として設定します。基本計画の見
直しや次期総合計画の策定の際、その他必要に
応じて、市民意識指標の進捗状況を確認しま
す。

No.3及びNo.4の修正に伴い、文
章を整理するため修正。

-

6
P.4
図表Ⅳ-2

P.26
図表Ⅱ-2

図表Ⅳ-2 図表Ⅱ-2

図表の各分野に「など」が多く表
記されていて見づらいという御意
見を踏まえ修正。

【特別】
No.8
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No.
＜旧＞
諮問案

該当ページ

＜新＞
資料５０

該当ページ

＜旧＞
基本計画（素案）※追加諮問分

【諮問案（H30.1.30版）】

＜新＞
基本構想(素案)・基本計画(素案)

【H30.4.20版】
考え方（案） 御意見

7

P.5
Ⅳ．基本計画推
進のために
3.取組を進める
ための3つの視
点

P.20
基本構想
Ⅴ．施策の大綱
取組の視点

３. 取組を進めるための３つの視点
さまざまな課題に対応し、効果的・効率的な取
組を進めるためには、以下の3つの視点から取
組を行うことが重要です。

(1) 分野を超えた連携
総合計画では、分野ごとに取り組むべき施策を
体系化して示しています。しかし、実際の市民
生活における問題や課題は、複数の行政分野に
わたる複雑な要因から生じている場合があり、
１つの行政分野における取組だけで解決できる
とは限りません。そのような課題に的確に対応
し、より効果的な取組を行うため、分野横断的
な連携に努めます。

(2) 市民と行政との協働
（～略～）

(３) 地域の特性と生かしたまちづくり
（～略～）

取組の視点

視点１　【 分野を超えた連携 】
総合計画では、分野ごとに取り組むべき施策を
体系化して示しています。しかし、実際の市民
生活における問題や課題は、複数の行政分野に
わたる複雑な要因から生じている場合があり、
１つの行政分野における取組だけで解決できる
とは限りません。そのような課題に的確に対応
し、より効果的・効率的に取組を進められるよ
う、必要に応じて横断的かつ柔軟な体制を構築
するなど、いわゆる縦割りにとらわれず総合的
な視点をもったまちづくりに努めます。

視点２　【市民と行政との協働】
（～略～）

視点３　【地域の特性を生かしたまちづくり】
（～略～）

分野を超えた連携の視点に関して
具体的に示すべき等の御意見を踏
まえ、文章を修正。
また、取組を進めるための視点等
の掲載順に関する御意見や、基本
構想及び基本計画の全体調整に伴
い、基本構想と基本計画で分けて
掲載していた内容を統合したうえ
で、構成を変更。

【特別】
No.9～13

8

P.6
Ⅳ．基本計画推
進のために
4.財政運営の基
本方針
（１）財政運営
の基本方針

P.27
Ⅱ．基本計画推
進のために
3.財政運営の基
本方針
（１）財政運営
の基本方針

(1) 財政運営の基本方針
今後、少子高齢化の進展に伴う社会保障関係経
費の増大や、公共施設の老朽化対策に要する経
費の増大などにより、財政状況が厳しくなって
いくことが見込まれます。そのような中でも、
財政の健全性の維持と将来への必要な投資の両
立を図ることが重要です。そのため、効果的・
効率的な事業展開を行うとともに、新たな課題
や市民ニーズに的確に対応できるよう、事業の
選択と集中を図りながら弾力性のある財政構造
の維持・向上に努めます。また、本市の魅力や
強みが増すようなまちづくりを進めるための必
要な投資を行いながら、将来世代に過度な財政
負担を残さないよう計画的な財政運営を行いま
す。

(1) 財政運営の基本方針
今後、少子高齢化の進展に伴う社会保障関係経
費の増大や、公共施設の老朽化対策に要する経
費の増大などにより、財政状況が厳しくなって
いくことが見込まれます。そのような中でも、
基本計画に基づく取組を着実に実行していくた
め、財政の健全性の維持と将来への必要な投資
の両立を図りながら持続可能な財政運営を行い
ます。

総合計画の推進は健全な財政運営
があってのことであることを書い
た方が良いという御意見を踏ま
え、文言を追加。
また、全体的な示し方の変更
（No.9～11参照）に伴い、方針
と目標の記述内容を整理するた
め、文章を削除。

【特別】
No.15

3



No.
＜旧＞
諮問案

該当ページ

＜新＞
資料５０

該当ページ

＜旧＞
基本計画（素案）※追加諮問分

【諮問案（H30.1.30版）】

＜新＞
基本構想(素案)・基本計画(素案)

【H30.4.20版】
考え方（案） 御意見

9

P.6
Ⅳ．基本計画推
進のために
4.財政運営の基
本方針
（２）目標

P.27
Ⅱ．基本計画推
進のために
3.財政運営の基
本方針
（２）目標

(2) 目標
① 経常収支比率
弾力性のある財政構造を確保する観点から、経
常収支比率は95％以下を目標とします。

(2) 目標
① 市民ニーズに柔軟に対応できる財政構造を
維持します。
経常的な収入に対して、義務的経費（扶助費、
人件費、公債費）などの固定的な費用が占める
割合が高まると、財政構造の弾力性が乏しくな
り、社会経済状況の変化に対応した本市独自の
取組を行う余裕がなくなります。市民ニーズに
柔軟に対応できる財政運営を行えるよう、効果
的・効率的に事業を実施するとともに、事業の
選択と集中を図り、弾力性のある財政構造の維
持に努めます。
◆ 経常収支比率　95％以下　（平成28年度
95.６%）

目標の考え方や根拠を示すべき等
の御意見を踏まえ、目標の考え方
がわかりやすくなるよう、全体的
に示し方等を修正。

【審議会】
No.5

No.7～10
【特別】
No.15～

17
No.22

10

P.6
Ⅳ．基本計画推
進のために
4.財政運営の基
本方針
（２）目標

P.27
Ⅱ．基本計画推
進のために
3.財政運営の基
本方針
（２）目標

② 財政調整基金の残高
将来の財政需要や急激な経済情勢の変化、大規
模災害の発生などに備える観点から、財政調整
基金の残高については概ね100億円を確保す
ることを目標とします。

② 継続して安定的な財政運営を行うための備
えを確保します。
経済状況の変化による収入の減少、災害の発生
に伴う支出の増加などに対応し、継続して安定
的な財政運営ができるよう、財政調整基金（年
度間の財源の不均衡を調整するための基金）の
確保に努めます。
◆ 財政調整基金の残高　概ね100億円を確保
（平成28年度 106.3億円）

No.9と同様

【審議会】
No.5

No.7～10
【特別】
No.15～

17
No.22

4



No.
＜旧＞
諮問案

該当ページ

＜新＞
資料５０

該当ページ

＜旧＞
基本計画（素案）※追加諮問分

【諮問案（H30.1.30版）】

＜新＞
基本構想(素案)・基本計画(素案)

【H30.4.20版】
考え方（案） 御意見

11

P.6
Ⅳ．基本計画推
進のために
4.財政運営の基
本方針
（２）目標

P.27
Ⅱ．基本計画推
進のために
3.財政運営の基
本方針
（２）目標

③ 市債管理
　 将来世代への過度な財政負担の抑制と必要
な投資との両立を図る観点から、適正な市債管
理に努めます。

● 公債費比率は10％以下とします。
● 市債残高は、標準財政規模以下とします。
● 臨時財政対策債などの赤字地方債について
は、発行を極力抑制します。

③ 将来世代への過度な財政負担を抑制しなが
ら、本市の魅力の維持・向上を図るための必要
な投資を行います。
今後、公共施設の老朽化対策を行いながら、本
市の魅力や強みが増すようなまちづくりを進め
るための投資を進めていく必要があります。そ
のような中でも、将来世代に過度な財政負担を
残さないよう、適正な市債管理に努めます。
◆ 公債費比率　10％以下　（平成28年度
7.5%）
◆ 市債残高の標準財政規模に対する割合
100％以下　（平成28年度 66.2％）
◆ 赤字地方債の発行は、極力抑制　（平成28
年度　発行なし）

No.9と同様

【審議会】
No.5

No.7～10
【特別】
No.15～

17
No.22

12

P.8
（参考）【附属
資料】
地域の特性
（第1段落）

P.78
附属資料
Ⅱ. 地域の特性
（第1段落）

　本市は、地域ごとにさまざまな特性をもち、
それぞれの地域が抱える課題にも違いがありま
す。地域の特性を生かした魅力あるまちづくり
を進めるとともに、さまざまな課題を解消して
いくため、地域ごとの特性や課題を把握・分析
する必要があります。また、さまざまな取組を
進めるにあたっては、必要に応じて、小学校区
単位やブロック単位など、地域の実情に応じた
圏域設定を検討する必要があります。

　基本構想「Ⅴ. 施策の大綱」では、「地域の
特性を生かしたまちづくり」を取組の視点の1
つとしています。本資料では、地域の特性を生
かしたまちづくりを進めるにあたっての参考と
して、各分野で共通して把握しておくべき地域
に関する基礎的な情報をまとめます。

何を明らかにするための附属資料
か明確に分かるようにするべきと
いう御意見や、附属資料の位置付
けがわからないという御意見等を
踏まえ、文章を修正。

【審議会】
No.13

【特別】
No.24
No.25

5



No.
＜旧＞
諮問案

該当ページ

＜新＞
資料５０

該当ページ

＜旧＞
基本計画（素案）※追加諮問分

【諮問案（H30.1.30版）】

＜新＞
基本構想(素案)・基本計画(素案)

【H30.4.20版】
考え方（案） 御意見

13

P.8
（参考）【附属
資料】
地域の特性
（第2段落）

P.78
附属資料
Ⅱ. 地域の特性
（第2段落）

　ここでは、参考として、市域を一定の生活圏
域などを考慮した６つのブロックに分けて、各
地域の特性を示しています。

　取組を進めるにあたっては、必要に応じて、
地域の実情に応じた圏域設定を行うこととして
おり、各分野の個別計画等では、取組内容に応
じて小学校区や中学校区、ブロック単位など、
さまざまな圏域が設定されています。ここで
は、地域に関する基礎的な情報をまとめるにあ
たり、参考として、市域を一定の生活圏域など
を考慮した6つのブロックに分けて示します。

参考として6つのブロックで地域
の特性を示していることをそのま
ま理解してもらうのは難しく、工
夫して書くべきという御意見や、
主だった施策のブロック分けにつ
いて示すべきという御意見等を踏
まえ、文章を追加。

【審議会】
No.12

【特別】
No.23
No.28

14 -
P.78
附属資料
Ⅱ. 地域の特性

－

（追加）
※基本構想「Ⅴ．施策の大綱」取組の視点より
抜粋 No.12の修正に伴い、基本構想

「Ⅴ．施策の大綱」取組の視点
視点3【 地域の特性を生かしたま
ちづくり 】の文章を抜粋して掲
載。

【審議会】
No.13

【特別】
No.24
No.25

6



２　基本構想（素案）及び 基本計画（素案）の全体調整に係る修正等（平成30年2月28版からの変更点）

No.
＜旧＞
資料４１

該当ページ

＜新＞
資料５０

該当ページ

＜旧＞
基本構想（素案）・基本計画（素案）

【H30.2.28版】

＜新＞
基本構想（素案）・基本計画（素案）

【H30.4.20版】
考え方（案） 御意見

15 全体 全体

（構成）
●序論
Ⅰ．策定の趣旨
Ⅱ．策定の背景
●基本構想
Ⅰ．総合計画の位置づけと役割
Ⅱ．総合計画の構成と期間
Ⅲ．吹田市の将来像
Ⅳ．施策の大綱
●基本計画
Ⅰ．体系図
Ⅱ．政策・施策
Ⅲ．市民意識指標（体系別）
Ⅳ．基本計画推進のために
●附属資料

（構成）
●基本構想
Ⅰ．策定の趣旨
Ⅱ．総合計画の概要
Ⅲ．策定の背景
Ⅳ．吹田市の将来像
Ⅴ．施策の大綱
●基本計画
Ⅰ．体系図
Ⅱ．基本計画推進のために
Ⅲ．政策・施策
Ⅳ．市民意識指標（体系別）
●附属資料

基本構想及び基本計画の全体調整
に伴い、全体の構成を変更。
※詳細は、資料47参照

-

基本構想（素案）及び基本計画（素案）　新旧対照表

※ 第9回総合計画審議会（Ｈ30.3.30）終了後 修正版

御意見欄の見方について 
【審議会】審議会からの御意見 ⇒ 御意見の詳細は、【資料５２】に記載 
【 特 別 】総合計画検討特別委員会（H30.2.6）からの御意見 ⇒ 御意見の詳細は、【資料５３】に記載 
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No.
＜旧＞
資料４１

該当ページ

＜新＞
資料５０

該当ページ

＜旧＞
基本構想（素案）・基本計画（素案）

【H30.2.28版】

＜新＞
基本構想（素案）・基本計画（素案）

【H30.4.20版】
考え方（案） 御意見

16

P.11
基本構想
Ⅱ．総合計画の
構成と期間
１.計画の構成

P.4
基本構想
Ⅱ．総合計画の
概要
２.計画の構成
図表Ⅱ-1

-

（追加）
図表Ⅱ-1 計画の構成

施策の記述内容等に関する御意見
を踏まえ、施策の大綱、政策、施
策のそれぞれの関係性等がわかり
やすくなるよう図表を追加。

【特別】
No.38

17

P.6
序論
Ⅱ．策定の背景
２．吹田市の特
徴
（４）複合型都
市

P.9
基本構想
Ⅲ．策定の背景
２．吹田市の特
徴
（４）複合型都
市

　本市は、（～略～）発展してきました。一
方、江坂駅周辺では卸売・小売業などの店舗や
企業の集積がみられます。
　本市に住む就業者の６割が市外へ通勤する一
方、市内の事業所で働く人の５割以上が他市か
ら通勤しており、本市の昼間人口は夜間人口と
大きく差がありません。
　このように本市は、住宅都市としての性格を
備えながら、大阪市などの周辺都市からの通勤
者を受け入れるなど、商業・業務機能をあわせ
持った複合型都市となっています。

　本市は、（～略～）発展してきました。一
方、江坂駅周辺では卸売・小売業などの店舗や
企業の集積がみられるとともに、市内には多く
の大学が立地しています。このように、本市は
住宅都市でありながら、多くの企業や大学など
を有する複合型都市といえます。
　そのため、本市に住む就業者の６割が市外へ
通勤する一方、市内の事業所で働く人の５割以
上が他市から通勤してきています。また、通学
で市外に出る人よりも、通学で本市に来る人が
多くなっています。

流入・流出人口に関する記述や図
表の意図がわかりにくい等の御意
見を踏まえ、本文を修正。

【審議会】
No.14
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No.
＜旧＞
資料４１

該当ページ

＜新＞
資料５０

該当ページ

＜旧＞
基本構想（素案）・基本計画（素案）

【H30.2.28版】

＜新＞
基本構想（素案）・基本計画（素案）

【H30.4.20版】
考え方（案） 御意見

18
P.7
序論
図表Ⅱ-2

P.10
基本構想
図表Ⅲ-2

図表Ⅱ-2　流入・流出人口の様子 図表Ⅲ-2　通勤・通学の様子

流入・流出人口に関する記述や図
表の意図がわかりにくい等の御意
見を踏まえ、図表名を修正。

【審議会】
No.14

19

P.13
基本構想
Ⅲ．吹田市の将
来像
2．将来人口

P.11
基本構想
Ⅲ．策定の背景
3．人口の推移
と将来人口の推
計

2.将来人口
　本市の人口は、近年、住宅の再開発を背景に
増加し続けています。（～略～）また、高齢者
の単独世帯についても、増加していくことが予
測されます。
　中長期的な人口動向の予測を踏まえたうえ
で、本計画の目標年次である平成40年度
（2028年度）の人口は39万人と想定し、各
分野の取組を進める必要があります。

3.人口の推移と将来人口の推計
　本市の人口は、近年、住宅の再開発を背景に
増加し続けています。（～略～）また、高齢者
の単独世帯についても、増加していくことが予
測されます。

構成変更に伴い、表題を修正する
とともに、記述内容を整理するた
め本文の文章を一部削除。

-

通勤で
吹田市に
来る人

74,264人

通学で
吹田市に
来る人

25,431人

通勤で
市外に出る人

103,295人

通学で
市外に出る人

14,990人

18,590人
の流出超過

吹田市に住んでいる人

374,468人

昼間に吹田市にいる人

355,878人

他市からの通勤者

74,264人（54.6％）

吹田市の事業所で
働いている人のうち

吹田市に住んでいる人

61,861人（45.4％）

吹田市の事業所で
働いている人のうち

吹田市に住んでいる人

61,861人（37.5％）

市外で働いている人

103,295人（62.5％）

吹田市に住んでいる人のうち
通勤、通学で市外に出る人

118,285人

通勤、通学で
吹田市に来る人

99,695人

吹田市の
事業所で

働いている人

136,125人

吹田市に
住んでいる
人のうち

働いている人

165,156人

354,325

人 

74,91

7人 

65,964人

(41.5%) 

93,083人

(58.5%) 
159,04

7人 

65,964人

(46.8%) 

74,917人

(53.2%) 
140,88

1人 

93,083

人 

26,07

1人 

12,88

7人 

100,988

人 

105,970

人 

4,982

人 

350,816

人 

出典：総務省統計局「平成 27 年国勢調査」より作成 

※「吹田市在住で従業地が不詳または外国」の人口は、「吹田市在住で市内で従業」及び「吹田市在住で市外で

従業」の人口比で案分。「吹田市在住で通学地が不詳または外国」の人口も同様。 
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No.
＜旧＞
資料４１

該当ページ

＜新＞
資料５０

該当ページ

＜旧＞
基本構想（素案）・基本計画（素案）

【H30.2.28版】

＜新＞
基本構想（素案）・基本計画（素案）

【H30.4.20版】
考え方（案） 御意見

20

P.12
基本構想
Ⅲ．吹田市の将
来像
１．将来像
（第1段落）

P.14
基本構想
Ⅳ．吹田市の将
来像
１．将来像
（第1段落）

１．将来像
　豊かなみどりに彩られた良好な生活環境。充
実した医療・教育・研究環境と産業の集積。歴
史と文化が息づくまちなみ。
吹田市は、昭和15年（1940年）に市制を施
行して以降、先人のたゆまぬ努力のもと、多様
な機能を兼ね備えた魅力ある住宅都市として深
みを増しながら発展してきました。

１．将来像
　豊かなみどりに彩られた良好な生活環境。充
実した医療・教育・研究環境と産業の集積。歴
史と文化が息づくまちなみ。活発な市民活動に
裏付けられる高い市民力・地域力。
　　吹田市は、昭和15年（1940年）に市制
を施行して以降、先人のたゆまぬ努力のもと、
暮らし全般において魅力ある住宅都市として深
みを増しながら発展してきました。

まちづくりには市民や地域の取組
が重要である等の御意見を踏ま
え、文言を追加。また、将来像に
ついて、全体的に記載内容や表現
を整理するため文章を修正。

【審議会】
No.15

21

P.12
基本構想
Ⅲ．吹田市の将
来像
１．将来像
（第2段落）

P.14
基本構想
Ⅳ．吹田市の将
来像
１．将来像
（第2段落）

　かつて本市は「ビールと操車場のまち」と呼
ばれました。東洋一といわれた吹田操車場の跡
地では、北大阪健康医療都市（健都）として、
世界をリードする健康都市をめざした取組が進
んでいます。日本初のニュータウンである千里
ニュータウンは、まちびらきから50年以上が
経過しましたが、（～略～）また、日本万国博
覧会の感動の面影を残した自然豊かな万博記念
公園は、市民が誇りを抱く憩いの場となってお
り、市立吹田サッカースタジアムなども建設さ
れ、新たな活気を見せています。

　かつて本市は「ビールと操車場のまち」と呼
ばれました。東洋一といわれた吹田操車場跡地
は、北大阪健康医療都市（健都）に生まれ変わ
り、健康寿命の延伸をめざした先進的な取組が
進められようとしています。日本初のニュータ
ウンである千里ニュータウンは、まちびらきか
ら50年以上が経過した現在も、（～略～）ま
た、日本万国博覧会の感動の面影を残した自然
豊かな万博記念公園は、市民が誇りを抱く憩い
の場となっているとともに、ガンバ大阪の本拠
地である市立吹田サッカースタジアムなども建
設され、市内外から多くの人が訪れています。
こうした地域資源は、本市のみならず北摂全体
の活力と魅力を高める財産といえます。

これまでの審議経過を踏まえ、北
大阪健康医療都市（健都）の取組
や万博記念公園周辺の活気等は、
本市のみならず北摂全体の魅力で
あるという視点を盛り込むため文
章を修正。また、将来像につい
て、全体的に記載内容や表現を整
理するため文章を修正。

-

22

P.12
基本構想
Ⅲ．吹田市の将
来像
１．将来像
（第3段落）

P.14
基本構想
Ⅳ．吹田市の将
来像
１．将来像
（第3段落）

　我が国の多くの市町村では、人口が減少しは
じめていますが、本市では現在も人口が増加し
ています。しかし、（～略～）さらに、高度経
済成長期のころに集中的に整備された公共施設
の老朽化への対応は、全国的に困難な課題と
なっているなど、長期的な視点をもったまちづ
くりが一層求められています。

　多くの都市で人口減少が進む中、本市の人口
は現在も増加しています。しかし、（～略～）
さらに、高度経済成長期に集中的に整備された
学校や道路、上下水道などの公共施設の老朽化
対策がピークを迎えようとしています。そのよ
うな中でも、まちの魅力の維持・向上を図りな
がら、多様化・複雑化している市民ニーズや超
高齢社会の課題などにも柔軟に対応し、市民の
暮らしを支えていかなければなりません。

インフラ施設を含めて「公共施
設」であることがわかるように示
すべきという御意見を踏まえ、文
章を修正。また、将来像につい
て、全体的に記載内容や表現を整
理するため文章を修正。

【審議会】
No.17
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No.
＜旧＞
資料４１

該当ページ

＜新＞
資料５０

該当ページ

＜旧＞
基本構想（素案）・基本計画（素案）

【H30.2.28版】

＜新＞
基本構想（素案）・基本計画（素案）

【H30.4.20版】
考え方（案） 御意見

23

P.12
基本構想
Ⅲ．吹田市の将
来像
１．将来像
（第4段落）

P.14
基本構想
Ⅳ．吹田市の将
来像
１．将来像
（第4段落）

　多くの市民は、だれもが安心安全で快適に暮
らせるまちを望んでいます。一方で、市民のラ
イフスタイルや価値観が多様化・個別化してき
ているなか、柔軟できめ細やかに市民ニーズに
対応するためには、市民一人ひとりが尊重され
る環境を整え、これまで以上に、市民と行政と
の協働による取組など市民自治の理念に基づい
たまちづくりを進めていくことが重要です。

　そのためには、市民と行政とがそれぞれの役
割と責任のもと、地域の課題の解消に向けた取
組を進めることが重要です。これまで以上に、
協働の取組を促進するなど、市民一人ひとりが
尊重される市民自治の理念に基づいたまちづく
りを進める必要があります。また、近隣自治
体、企業、大学などとの連携を強化しながら、
長期的な視点をもってまちづくりを進める必要
があります。

協働について、地域の取組を支え
るとともに、行政のやるべきこと
を考えていくという視点から記載
すると良いのではないか等の御意
見を踏まえ、文章を修正。また、
将来像について、全体的に記載内
容や表現を整理するため文章を修
正。

【審議会】
No.15
No.16

24

P.12
基本構想
Ⅲ．吹田市の将
来像
１．将来像
（第5段落）

P.14
基本構想
Ⅳ．吹田市の将
来像
１．将来像
（第5段落）

　そして、子育て、教育、福祉、医療、防災、
環境、産業など、それぞれの分野の地域資源と
強みを生かした、総合力の高いまちづくりは本
市の最大の魅力です。変化の激しい時代にあっ
ても、これらの魅力を確実に将来世代へつなぐ
必要があります。
本計画の目標年次である10年後よりもさらに
先の未来を見据えたうえで、さまざまな課題に
対応するための施策を実行し、市民がすこやか
で安心・快適に暮らし続けられるまちをめざし
ます。

　これまで、高い市民力・地域力がまちづくり
の原動力となり、さまざまな地域資源を生かし
ながら、温かく豊かなまちがつくられてきまし
た。変化の激しい時代にあっても、未来を見据
えてさまざまな課題に対応するための施策を実
行し、まちの魅力や強みをさらに高めながら、
確実に将来世代へつなぎ、だれもが安心してす
こやかで快適に暮らし続けられるまちをめざし
ます。

市民の暮らしは、第一に安心があ
り、その上で、すこやか、快適に
暮らせる環境ができているという
前提で考えるべき等の御意見を踏
まえ、文章を修正。また、将来像
について、全体的に記載内容や表
現を整理するため文章を修正。

【審議会】
No.18

25
P.15
基本構想
図表Ⅲ-3

P.16
基本構想
図表Ⅳ-1

図表Ⅲ-3　吹田市の将来空間 図表Ⅳ-1　都市空間の方向性 文言整理のため、修正。 -

26
P.16
基本構想
Ⅳ．施策の大綱

P.17
基本構想
Ⅴ．施策の大綱

めざすべき将来像を実現するため、各分野にお
ける今後の取組の方向性を施策の大綱とし、総
合的かつ計画的なまちづくりを進めます。

　将来像を実現するための基本方向を、8つの
分野に分けて「施策の大綱」として示します。
　また、すべての分野に共通する３つの視点を
「取組の視点」として示します。

基本構想及び基本計画の全体調整
に伴い、記述内容を整理するた
め、文章を修正。

-
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No.
＜旧＞
資料４１

該当ページ

＜新＞
資料５０

該当ページ

＜旧＞
基本構想（素案）・基本計画（素案）

【H30.2.28版】

＜新＞
基本構想（素案）・基本計画（素案）

【H30.4.20版】
考え方（案） 御意見

27
P.16
基本構想
Ⅳ．施策の大綱

P.17
基本構想
Ⅴ．施策の大綱

基本構想及び基本計画の全体調整
に伴い、文言整理のため修正。

-

28
P.20～21
基本計画
Ⅰ．体系図

P.22～23
基本計画
Ⅰ．体系図

（体系図）
※大綱、政策、施策を体系図として掲載

（体系図）
※大綱、政策、施策の体系図に、将来像、実施
計画、取組の視点を追加

基本構想及び基本計画の全体調整
に伴い、基本計画の内容だけでな
く、総合計画全体の関係性がわか
る体系図に修正。

-

29

P.22～58
基本計画
Ⅱ．政策・施策
政策1-1～
政策8-1
目標

P.30～67
基本計画
Ⅲ．政策・施策
政策1-1～
政策8-1
目標

目標
政策1-1
 市民一人ひとりの人権が尊重され、だれもが
対等な社会の構成員として平和に安心して暮ら
せるまちをめざします。

※以降、政策8-1まで同様の趣旨で修正

目標（めざすまちの姿）
政策1-1
 市民一人ひとりの人権が尊重され、だれもが
対等な社会の構成員として平和に安心して暮ら
せるまち

※以降、政策8-1まで同様の趣旨で修正

政策の目標について「・・・ま
ち」という体言止めにするのが良
い等の御意見を踏まえ、表現を修
正するとともに、基本構想及び基
本計画の全体調整に伴い、政策の
目標を「めざすまちの姿」として
整理。

【特別】
No.32～

34

施 策 の 大 綱

【
大
綱
1
】
人
権
・市
民
自
治

【
大
綱
2
】
防
災
・防
犯

【
大
綱
3
】
福
祉
・健
康

【
大
綱
6
】
都
市
形
成

【
大
綱
5
】
環
境

【
大
綱
4
】
子
育
て
・学
び

【
大
綱
8
】
行
政
経
営

【
大
綱
7
】
都
市
魅
力

取組を進める視点

～ 将 来 像 ～

分野を超えた
連携

市民と行政との
協働

地域の特性を
生かしたまちづくり
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No.
＜旧＞
資料４１

該当ページ

＜新＞
資料５０

該当ページ

＜旧＞
基本構想（素案）・基本計画（素案）

【H30.2.28版】

＜新＞
基本構想（素案）・基本計画（素案）

【H30.4.20版】
考え方（案） 御意見

30

P.30
基本計画
Ⅱ．政策・施策
政策1-1
現状と課題
（第2段落）

P.30
基本計画
Ⅲ．政策・施策
政策1-1
現状と課題
（第2段落）

人権尊重の意識の高まりは国際的な潮流となっ
ており、本市においてもさまざまな啓発活動や
人権教育などに取り組んでいます。しかし、差
別や偏見などの人権侵害の事例は依然として見
られるとともに、LGBTなど性的少数者に対す
る配慮なども課題となっており、人権問題の解
消に向けた取組を一層進めていく必要がありま
す。

人権尊重の意識の高まりは国際的な潮流となっ
ており、本市においてもさまざまな啓発活動や
人権教育などに取り組んでいます。しかし、差
別や偏見などの人権侵害の事例は依然として見
られるとともに、LGBTなど性的マイノリティ
の人に対する配慮なども課題となっており、人
権問題の解消に向けた取組を一層進めていく必
要があります。

31

P.31
基本計画
Ⅱ．政策・施策
政策1-1
施策1-1-2

P.31
基本計画
Ⅲ．政策・施策
政策1-1
施策1-1-2

さまざまな人権問題の解消に向け、あらゆる機
会を通じて、人権に関する啓発や教育を行うと
ともに、性的少数者に対する配慮など新たな人
権課題に取り組みます。また、人権問題に関し
て悩みや不安を抱える市民に対し、相談などの
支援を行います。

さまざまな人権問題の解消に向け、あらゆる機
会を通じて、人権に関する啓発や教育を行うと
ともに、性的マイノリティの人に対する配慮な
ど新たな人権課題に取り組みます。また、人権
問題に関して悩みや不安を抱える市民に対し、
相談などの支援を行います。

32

P.35
基本計画
Ⅱ．政策・施策
政策2-1
施策2-1-1

P.35
基本計画
Ⅲ．政策・施策
政策2-1
施策2-1-1

自然災害などさまざまな危機事象に、迅速かつ
的確に対応するため、防災協定の締結などを含
む関係機関との連携を進め、情報伝達体制や災
害対応力などの強化を図ります。また、「ＢＣ
Ｐ（業務継続計画）」の策定、業務継続マネジ
メントの推進に取り組みます。

自然災害などさまざまな危機事象に、迅速かつ
的確に対応するため、防災協定の締結などを含
む関係機関との連携を進め、情報伝達体制や災
害対応力などの強化を図ります。また、災害時
にも、優先すべき行政サービスが適切に提供で
きるよう、業務継続体制の充実を図ります。

業務継続計画の策定による時点更
新に伴い、文章を修正。

-

33

P.35
基本計画
Ⅱ．政策・施策
政策2-1

P.35
基本計画
Ⅲ．政策・施策
政策2-1

関連する主な個別計画
○地域防災計画　○国民保護計画

関連する主な個別計画
○地域防災計画　○国民保護計画　〇業務継続
計画

業務継続計画の策定による時点更
新に伴い、個別計画の名称を追
加。

-

個別計画（人権施策基本方針）の
表現と統一するため修正。

-
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No.
＜旧＞
資料４１

該当ページ

＜新＞
資料５０

該当ページ

＜旧＞
基本構想（素案）・基本計画（素案）

【H30.2.28版】

＜新＞
基本構想（素案）・基本計画（素案）

【H30.4.20版】
考え方（案） 御意見

34

P.32
基本計画
Ⅱ．政策・施策
政策3-2
現状と課題
（第3段落）

P.40
基本計画
Ⅲ．政策・施策
政策3-2
現状と課題
（第3段落）

そのような中、障がい者それぞれの状況に応じ
て、地域で安心して暮らしていけるよう、生涯
にわたる切れ目のない相談・支援体制を構築す
る必要があります。また、障がい者に対する就
労支援や働きやすい環境を整えるための啓発を
進めるなど、障がい者の社会参加を促進する必
要があります。

そのような中、障がい者それぞれの状況に応じ
て、地域で安心して自立した暮らしを送ること
ができるよう、生涯にわたる切れ目のない相
談・支援体制を構築する必要があります。ま
た、障がい者に対する就労支援や働きやすい環
境を整えるための啓発を進めるなど、障がい者
の社会参加を促進する必要があります。

障がい者の自立支援についての記
述がないように捉えられるという
御意見を踏まえ、自立支援の方向
性がわかりやすくなるよう、文言
を追加。

【特別】
No.43

35

P.34
基本計画
Ⅱ．政策・施策
政策3-3
現状と課題
（第1段落）

P.42
基本計画
Ⅲ．政策・施策
政策3-3
現状と課題
（第1段落）

　少子高齢化や核家族化の進展、地域での人と
人のつながりの希薄化などにより、介護の悩み
を抱える人や、子育てに不安を抱える人、経済
的に困窮している人など、支援を必要とする人
が増えています。（～略～）

　少子高齢化や核家族化の進展、地域での人と
人のつながりの希薄化などにより、本市におい
ても、介護の悩みを抱える人や、子育てに不安
を抱える人、経済的に困窮している人など、支
援を必要とする人が増えています。（～略～）

36

P.34
基本計画
Ⅱ．政策・施策
政策3-3
現状と課題
（第2段落）

P.42
基本計画
Ⅲ．政策・施策
政策3-3
現状と課題
（第2段落）

　行政の取組だけでは、住民の暮らしを全面的
に支えることはできず、住民同士の助け合い活
動が重要です。地域住民の暮らしに寄り添って
支える地区福祉委員会活動や民生委員・児童委
員活動などの地域福祉活動への支援を強化しな
がら、住民の地域福祉活動への参加を促進する
必要があります。

　行政の取組だけでは、住民の暮らしを全面的
に支えることはできず、住民同士の助け合い活
動が重要です。本市では、さまざまな地域福祉
活動が活発に行われています。一方で、少子高
齢化の進展や地域コミュニティの希薄化などに
より、活動を担う人材の育成が課題となってい
ます。地域住民の暮らしに寄り添って支える地
区福祉委員会活動や民生委員・児童委員活動な
どの地域福祉活動への支援を強化しながら、住
民の地域福祉活動への参加を促進する必要があ
ります。

記述内容が抽象的に感じる、ま
た、課題についての具体的な記述
がないため、わかりにくいという
御意見を踏まえ、文章を修正。

【特別】
No.44
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No.
＜旧＞
資料４１

該当ページ

＜新＞
資料５０

該当ページ

＜旧＞
基本構想（素案）・基本計画（素案）

【H30.2.28版】

＜新＞
基本構想（素案）・基本計画（素案）

【H30.4.20版】
考え方（案） 御意見

37

P.34
基本計画
Ⅱ．政策・施策
政策3-3
現状と課題
（第3段落）

P.42
基本計画
Ⅲ．政策・施策
政策3-3
現状と課題
（第3段落）

　また、生活困窮者などへの就労支援、保健・
医療、福祉などの総合的な生活保障の充実を図
る必要があります。関係機関との連携を強化し
ながら、支援体制の充実を図るとともに、相談
窓口の周知などを進める必要があります。

　また、生活困窮者などへの就労支援、保健・
医療、福祉などの総合的な生活保障の充実を図
る必要があります。住民が抱えるさまざまな暮
らしの課題の解決に向け、関係機関との連携を
強化しながら、支援体制の充実を図るととも
に、相談窓口の周知などを進める必要がありま
す。

記述内容が抽象的に感じる、ま
た、課題についての具体的な記述
がないため、わかりにくいという
御意見を踏まえ、文章を修正。

【特別】
No.44

38

P.35
基本計画
Ⅱ．政策・施策
政策3-3
施策指標3-3-
1

P.43
基本計画
Ⅲ．政策・施策
政策3-3
施策指標3-3-
1

福祉避難所支援ボランティアの事前登録者数 福祉避難所の支援を行うボランティアの人数

取組内容の方針変更のため、指標
名を修正。
「福祉避難所支援ボランティア事
前登録制度」を市が立ち上げるこ
とはせず、新たに締結した「災害
に対する吹田市と吹田市社会福祉
協議会の相互支援に関する協定」
に基づき、災害ボランティア個人
登録を活用し、支援ボランティア
の確保に努めることとなったた
め。

-

39

P.37
基本計画
Ⅱ．政策・施策
政策3-4
施策指標3-4-
2

P.45
基本計画
Ⅲ．政策・施策
政策3-4
施策指標3-4-
2

3-4-2　健康増進広場など健都の施設を活用
した運動プログラムや健康イベント等の年間実
施件数

現状値：0件（H28年度）

3-4-2　健康増進広場など健都の施設を活用
した運動プログラムや健康イベント等の年間実
施件数

現状値：0件（H30年度事業開始）

【施策指標】について、現状
「0」となっているもののうち、
今後、事業を開始するものがあれ
ば、「○年事業開始」と書く方
が、「0」としている意味が伝わ
るという御意見を踏まえ修正。

【特別】
No.45

40

P.37
基本計画
Ⅱ．政策・施策
政策3-4

P.45
基本計画
Ⅲ．政策・施策
政策3-4

関連する主な個別計画
〇健康すいた２１　　〇国民健康保険データヘ
ルス計画　○「健康・医療のまちづくり」基本
方針

関連する主な個別計画
〇健康すいた２１　　〇国民健康保険データヘ
ルス計画

各分野の個別計画を書かれている
が、その中に計画と言えないもの
が含まれているため整理すべきと
いう御意見を踏まえ修正。

【特別】
No.8

15



No.
＜旧＞
資料４１

該当ページ

＜新＞
資料５０

該当ページ

＜旧＞
基本構想（素案）・基本計画（素案）

【H30.2.28版】

＜新＞
基本構想（素案）・基本計画（素案）

【H30.4.20版】
考え方（案） 御意見

41

P.42
基本計画
Ⅱ．政策・施策
政策4-3
現状と課題
（第1段落）

P.50
基本計画
Ⅲ．政策・施策
政策4-3
現状と課題
（第1段落）

近年、核家族化の進展、地域社会とのつながり
や人間関係の希薄化などにより、家庭や地域に
おける教育力が低下しています。また、いじめ
や不登校、引きこもりなどが社会問題となって
いるとともに、青少年を巻き込む犯罪などへの
不安が高まっています。

近年、核家族化の進展、地域社会とのつながり
や人間関係の希薄化などによる、家庭や地域に
おける教育力の低下が懸念されます。また、い
じめや不登校、引きこもりなどが社会問題と
なっているとともに、青少年を巻き込む犯罪な
どへの不安が高まっています。

教育力の低下について、各家庭に
踏み込んで言い切るべきではない
という御意見を踏まえ修正。

【特別】
No.46

42

P.59
基本計画
Ⅱ．政策・施策
政策8-1

P.67
基本計画
Ⅲ．政策・施策
政策8-1

関連する主な個別計画
○公共施設総合管理計画　○公共施設最適化計
画　○情報化推進計画
○人材育成基本方針　○職員体制計画

関連する主な個別計画
○公共施設総合管理計画　○公共施設最適化計
画　○情報化推進計画
○人材育成基本方針　○職員体制最適化計画
（暫定版）

個別計画の名称が変更になったこ
とにより修正。

-

43

P.60
基本計画
Ⅲ．市民意識指
標

P.68
基本計画
Ⅳ．市民意識指
標

将来像の実現に向け、まちづくりのさまざまな
場面に関わる市民意識や市民の行動、満足度な
どを市民意識指標として設定します。4年に1
回を基本に市民意識調査を実施し、市民意識指
標の進行管理を行い、実施した取組の成果や進
捗状況の把握・分析の参考とします。

市民の意識や行動、満足度などを市民意識指標
として設定します。市民意識指標は、さまざま
な施策や政策を実現することで向上をめざしま
す。

市民意識指標の説明について「基
本計画推進のために」（基本計画
（素案）追加諮問分H30.1.30版
P.3）の表現と一致していないとい
う御意見を踏まえ、文章を修正。
※No.3と同様

【特別】
No.2
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